
 
 
 
 
 
1. 料金 

（１） 祭壇料金（御寝棺を含む）（税込） 

区  分 普通サイズ棺 長尺棺(ロングサイズ) 

Ａ１（金襴５段飾り） 

Ａ２（金襴４段飾り） 

Ｂ （白布３段飾り） 

Ｃ （白布２段飾り） 

３１２，１８０円(桐張棺) 

２５９，６００円(桐張棺)

１３６，４００円(ﾌﾟﾘﾝﾄ棺) 

１００，１００円(ﾌﾟﾘﾝﾄ棺) 

３２５，３８０円(桐張棺) 

２７２，８００円(桐張棺) 

１７１，６００円(桐張棺) 

１３５，３００円(桐張棺) 

 

           

桐 張 棺  ６６，０００円     プリント棺 ４４，０００円            

長 尺 棺  ７９，２００円(桐張棺)   

（２）霊柩車運送料金（税込） 

区 分 １０ｋｍまで ２０ｋｍまで ３０ｋｍまで 

宮型指定車 

普通霊柩車 

３７，４００円 

１９，２２０円 

４４，０００円 

２３，８４０円 

５０，６００円 

２８，４６０円 

（３） 火葬料金（非課税） 

火 葬 場 大  人 小人（満６歳以下） 

戸田葬祭場、谷塚斎場、多摩葬祭場 ５９，６００円 ３４，５００円 

町屋斎場、四ツ木斎場等＊ ８７，０００円 ５０，０００円 

＊東京博善(株)の火葬場（町屋斎場、四ツ木斎場、落合斎場、代々幡斎場、

桐ヶ谷斎場、堀ノ内斎場）で上記の火葬料金をお支払いの場合は、

大人２７，０００円、小人１５，０００円の助成制度があります。詳しく

はお問合わせください。 

（４）遺骨収納容器代（税込） 

大 人 用 小 人 用（満６歳以下） 

１１，９９０円（２号一式） 

１０，７８０円（３号一式） 

２，５３０円（６号一式） 

＊祭壇、霊柩車、火葬、遺骨収納容器については、ご利用になる方がそれぞ

れを取捨選択し、組合わせてご利用できます。       
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＊区民葬儀に含まれないもの（別料金） 

(例) ドライアイス、遺影写真、会葬礼状、返礼品、飲食費、花輪、 

    生花、お供物、テント、ハイヤー、マイクロバス、斎場使用料等 

   

2. 申込み方法 

  火葬許可証（死亡届）を戸籍住民課に申請する際に、区民葬儀を利用したい

旨を申出て、区民葬儀券の交付を受けてください。区民葬儀券に住所・氏名

を記入し、下記の取扱店にお申込みください。 

 
3. 区民葬儀 荒川区内取扱店 

店 名 住 所 電話番号 

(株)式典石井商店 

(有)京 当 商 店 

(有)松 石 商 店 

(有)か ね こ 葬 祭 

(有)綿 貫 商 店 

(有)稲 葉 葬 祭 

南千住２－１９－１１ 

町屋３－３０－８ 

東尾久６－１６－２２ 

西尾久２－１５－４ 

東日暮里３－４６－６ 

西日暮里６－６－１０ 

0 1 2 0 - 3 8 - 1 6 5 3 

３８９２－０４０６ 

３８９２－８７８３ 

３８９３－８６０９ 

３８９１－６３２０ 

３８９３－７６４４ 

区民葬儀取扱店についての相談は、次の窓口にお問合わせください。 

   全東京葬祭業連合会 電話３９４１－４２９１ 

   受付 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時まで 

 
4.  近隣葬祭場 

火 葬 場     

東京博善(株) 

 町屋斎場 

荒川区町屋１－２３－４ 

   電話３８９２－０３１１  

東京博善(株) 

 四ツ木斎場 

葛飾区白鳥２－９－１ 

   電話３６０１－０４２４ 

  ＊個人の直接の火葬申込は受付けていませんので、各葬儀店にご相談 

ください。 

 
＜問合わせ＞ 

        荒川区 区民生活部 地域つなぐ課 庶務係 

             電話 ３８０２－３１１１ 内線 ２５１３ 

＊満６歳以下の小人は１，１００円引きです。 

＊祭壇を利用しないで寝棺のみを利用する場合は次の金額になります。 

なお、その場合は別途人件費が必要となります。 

区民葬儀をご利用ください 



区民葬儀のＱ＆Ａ 
                                 R8.4.1 

 

1 区民葬儀とは？ 

Α：区民葬儀とは、特別区の代表や葬祭業協同組合等で構成する特別区区民葬儀運

営協議会の指定を受けた葬儀店が、特別区区民葬儀運営協議会で取決めた費用

で葬儀を行うものです。 

 

2 利用の資格は？ 

 Ａ：亡くなられた方が２３区内にお住まいであったか、葬儀を行う親族の方が   

２３区内にお住まいなら、どなたでもご利用になれます。 

 

3 利用方法は？ 

 Ａ：①区民葬儀取扱店（裏面参照）に直接、区民葬儀利用の申し込みをしてくださ

い。 

   ②区役所１階の戸籍住民課へ死亡届を提出する際に、区民葬儀券を請求してく

ださい。 

＊ 火葬の場所を決めておいてください。 

＊ 閉庁時は、区役所地下巡視室で受け付けます。 

③区民葬儀券に必要事項を記入し、①で申込んだ取扱店にお渡しください。 

 

4 葬儀の内容や費用は？ 

 Ａ：葬祭具、霊柩車のそれぞれについては区分があり、個別に指定のうえ、自由に   

組み合わせることができます。 

また、区民葬儀で対象となる費用は、火葬料金・祭壇料金・霊柩車運送料金・

遺骨収納容器代です。この他にドライアイス・遺影写真・会葬礼状・斎場使用

料等の費用がかかります。 

葬儀内容や葬儀全体の費用についての詳しいご相談は、区内の取扱店までお問

合わせください。事前に明細のわかる見積書をもらい、納得できる説明を受け

ておけば、トラブルが避けられます。 

 

5 区民葬儀取扱店とは？ 

 Ａ：現在、荒川区内に６店あります（裏面参照）。取扱店の店頭には、 

区民葬儀取扱店であることを明示した所定の標識が設置されています。 


